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知財コンサルティングへの道

1．はじめに
　知財コンサルティングは，知財に関わるとはいえ，
知財に関する相談とは質的に異なる。知財コンサル
ティングの場合には，知財を創造し，権利化し，活用
することについて，クライアントの事業及び経営を踏
まえて，総合的にアドバイスすることが求められるか
らである。それでは，具体的に，知財コンサルとして
どのような事項についてコンサルティングが求められ
るのであろうか。知財についてのみのコンサルティン
グが求められる場合があるのであろうか。これらの点
を明確にするには，既に知財コンサルを行っている団
体，弁理士等の活動状況を調べることが必要である。
また，クライアントとなるべき方々は，知財に関し，
どのようなことでお困りなのか，どの程度お困りなの
か，どのようなサービスを求められているのか，等に
ついて，実際に，企業の経営者の皆様とお目にかかり，
ご意見，ご要望をいただいて，ニーズを探ることが必
要であろう。そこで，これらを探るために，実践ワー
キングを行うことを試みることとした。
　当委員会では，コンサルティング実践経験のない弁
理士がいきなり知財コンサルティングを行うことは容
易ではないと考え，まず，08 年度は，知財コンサル
ティングを実践するための準備を行うこととした。第
1 に，後述する人材育成プログラムにより，知財コン
サルティングの実地トレーニングを受けた委員の体験
談を基に，どのようなニーズがあるのか，及び，その
ニーズを満たすためにどのような活動を行うのかにつ
いて検討することとした。具体的には，各地域の経済
産業局が行う知財コンサルタント育成プログラムに参
加した委員の体験報告に基づいてニーズを探ることと
した。第 2 に，実践を行うための場を探す活動を行う
こととした。具体的には，日本弁理士会の支部におい
て，当該地域について行われる知財に関するセミナー
に当委員会から講師を派遣し，その地域の皆様と交流
する機会を持つことから始めることとした。第 3 に，
知財コンサルティングを行うにはどのような知識及び

スキルが必要であり，それらを使いこなす方法論とし
てどのような方法論が必要であるか，についての検討
を行うこととした。

2．実践トレーニングの体験的紹介
　経済産業省は，知財コンサルティングが行える人材
育成のプログラムの一つとして，以下に紹介するよう
に，地域の経済産業局が主体となって実践トレーニン
グプログラムを実施している（1）。このプログラムは，弁
理士，税理士，中小企業診断士などの各分野の専門家
がチームを組んで，希望する中小企業に対して知財コ
ンサルティングを実際に行うことにより，コンサルティ
ングに関するトレーニングを行うというものである。
ここでは，このプログラムを体験した委員より，その
体験を踏まえて実情を紹介すると共に，弁理士による
知財コンサルティングのあり方について言及する（2）。
2.1　関東圏の例

　2007 年度の関東経済産業局による知財戦略コンサ
ルタント育成研修は，知財マネジメント及び知財戦略
支援のケーススタディなどの 4 日間（計 14 時間）の
座学と，実際に企業に対して支援を行う実地研修の計
画立案と，実地研修とから構成されていた。実地研修
においては，それぞれ 4 名の専門家からなる 5 つの支
援チームが，それぞれの支援先の企業を 7 回以上訪問
して支援した。勿論，1 回当たり半日ほどの実地研修
の前後には，相応の準備と整理が必要である。実地研
修は，受講者側から見れば研修の一部であるが，支援
先企業から見れば，知財戦略策定支援事業における，
専門家の受け入れであった。
　各支援チームの支援の具体的な内容は，知財戦略コ
ンサルティング活用事例集（3）に詳しいので，その紹
介は割愛する。
　研修では，全体として，5 つの支援（コンサルティ
ング）がそれぞれ異なる企業に対して行われたのであ
るが，個々の内容は、まったく異なる。知財に関する
コンサルティングのニーズは定型的なものではないと
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研修前に考えていたが，その予想を超えた幅がある。
但し，知的財産と知的財産権とから，いかに利益を生
むかという企業の視点は共通し，経営の上層部ほど，そ
の点により強くフォーカスしている。知的財産及び知
的財産権は，経営の最終的な目的とはなりえず，あくま
で経営のためのツールであることを改めて認識した。
　コンサルティングの始まりから終わりに至る各段階
で，無数の手法やツールからそのアプローチが選択で
き，その選択に正解も正統もないという点で，コンサル
ティングの実務は，決まった形式や有力な解釈の範囲で
質や効率を求める特許出願等の実務と対称的である。
　また，チームで共にコンサルティングを行った専門
家の専門分野は，互いに異なるものであり，他の専門
分野の業務を直接見聞きし，その発想や進め方を知る
ことができたことは，幸いであった。異質の発想の接
点から新たな着想や気づきも得られた。自己の領域を
どのように拡大すべきかを考える上で参考にしたい。
　そして，今，コンサルティングの実務で成果を得る
ために，学びと実践の双方が必要だと考えている。経
営コンサルタントとして成功している知人の学びの量
と質は，驚くほどである。ちなみに，知財戦略コンサ
ルタント育成研修と並行して受講した知財ビジネスア
カデミーのゼミは，他に類がない実践的な内容であり，
実地研修に極めて有効であった。
　一歩踏み出したばかりで，コンサルティングの実務
のほんの一部分しか見えていないのであるが，コンサ
ルティングへの入り口は，このような研修だけではな
い。意識して探せば無数にあると言える。例えば，いわゆ
るコンサルティングファームや独立している経営コン
サルタントとの接触もその入り口となり得るだろう。
　最後に，知財戦略コンサルタント育成研修では，本
来の意味とは異なるが，「成果と資源は，外部にある」
と，そして「機会も外部にある」と強く考えさせられ
たことを付け加えておきたい。
2.2　中部圏の例

　中部経済産業局は，平成 19 年度事業として“地域
における知的財産戦略支援人材の育成事業”を実施し
た（4）。運営は民間業者に委託し，平成 19 年 11 月から
平成 20 年 2 月までの期間に 3 回の座学と 3 ～ 6 回の
企業訪問による実践コンサルティングが行われた。
　第一回座学には当分野に興味を持つ 100 名程度が参
加したが，実際に実践まで行ったのは 6 チーム（26 名）
であった。また，各チームをサポートするために過去

の実践経験者がチームに参加した。
　参加メンバーは，弁理士・技術士・中小企業診断士
などの士業，特許流通・特許情報活用支援などのアシ
スタントアドバイザー，各分野の博士号取得者など多
彩であった。弁理士への勧誘は，弁理士会東海支部を
通じて行われたので，MOT に興味を持つ中部圏の弁
理士 14 名が参加した。
　一方，コンサルティングを受ける企業は，中部経
済産業局の募集に応募した中小企業のうち，資本金 4

千万円から 1 億 3 千万円の 6 企業が選出された。
　支援事業の趣旨は，知的財産戦略をコンサルタント
できる人材の育成と，個々の分野の専門家がお互いに
チームを組むことによる相乗効果の実践を目的とする
ものであった。一方，参加者にとっては，自己のスキ
ル向上の他に，他分野の人材とのネットワーク構築を
目的とするものであった。
　各チーム共に実質 2 か月という短期間にも拘らず 3

～ 6 回の企業訪問を行い，個々の企業に即した支援が
行えたようである。最後に成果報告会が一般公開で開
催されると共に事例集が纏められて一般に公開配布さ
れている。
　このような支援事業に参加した弁理士の一人とし
て，各論では MOT 各手法を使いこなすことの必要性
を，また総論では経営的視点の重要性を実感すること
ができた。もちろん，今回のような短期間の座学や実
践でこれらを取得することはできない。これらの必
要性・重要性を体感し，その後に自ら取得する努力を
行うことになろう。知的財産専門家である弁理士の単
独コンサルタントとしての活動には限界がある。特に
今回の支援事業のような中小企業を対象とする場合に
は，支援は知的財産戦略の域に留まらず，研究開発戦
略，さらに事業戦略にまで言及できる広い視野が要求
される。今回の支援事業では，これらの視点を他の専
門家から学ぶところも多かった。弁理士が知的財産専
門家として担う知的財産戦略は，その域に留まらず経
営者の視点をも要求している。
　現在，中部経済産業局は“中小企業の知的財産戦略
策定を支援するための専門家派遣事業”（5）を実施して
おり，上記育成事業の受講者に対して専門家登録の勧
誘が行われている。さらに，中部経済産業局では，過
去に“知的財産専門家派遣事業”の支援を受けた企業
で継続的な支援を希望する企業に対して，“中小企業
ハンズオン支援事業”を実施することになった。
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2.3　北海道の例

　北海道地区においても関東地区，中部地区などの他
地域と同様に，北海道経済産業局が事業主体となって
知財支援人材育成事業が行われた（6）。事業の性格に関
しては前項に既に詳しく触れられているので，詳細は
割愛する。
　北海道地区で行われた研修の内容は 3 回の事前研
修，4 回の実地研修が柱であり，他地区とほぼ同様と
思われるが，事前研修は①中小・ベンチャー企業にお
ける知財マネジメント総論，②知財コンサルのための
知的財産権の基礎知識，③知財に基づく事業化への戦
略（支援事例から）のタイトルで講義が行われた。
　講義の中で個人的に印象に残ったのは，優位性のあ
る知財や技術を有していても，売上げのない（或いは
少ない）立ち上げ時の中小，ベンチャー企業は，ヒト・
モノなどさまざまな阻害要因によって知材の価値が生
きず，時間の空費により資金繰りに行き詰まることが
多々あり，知財ありきの経営は難しいという指摘であ
る。北海道地区では，政府などの肝いりで数年前より
設立が相次いだ大学発ベンチャーの優劣が明確化して
きており，この点は比較的身近な問題として意識した。
中小・ベンチャーは大企業との競争を回避して共存し，
適正な市場規模で且つ利益率を確保可能な分野で事業
を行うべきとの指摘は，当たり前のことではあるが，
納得させられた。
　実地研修は，弁理士 1 名，中小企業診断士 2 名と講
師 1 名（計 4 名）がチームを組んで，実際に担当企業
を 4 回訪問する OJT 形式で行った。初回は工場見学，
実際に機械を動かしての製品作り，在庫管理状況など
を見学し，製造現場の雰囲気を体感した。また，各回
の企業訪問では，売上げの構成，経営上どのような問
題点を認識しているか，知財に対する考え方，管理体
制などをヒアリングし，担当企業の内容把握に努め
た。取り纏めた報告書において，チーム内の中小企業
診断士は，SWOT 分析などを行い，製造設備の老朽化，
在庫管理が煩雑化している点などを指摘して改善提案
を行っていた。
　一方，私が知財がらみで具体的にアドバイスしたこ
とは，弁理士からすれば至極当たり前の事であるが，
一応述べると以下の点である。担当した企業の場合，
知財について決まった担当者もいないことから兼任で
構わないのでまず担当者を決めること，また，特許電
子図書館を使用した検索実習を行うと共に定期的な調

査の必要性を指摘した。さらに，職務発明規程，発明
提案書などのひな形，資料等の提供を行い，知財管理
体制の骨格を示した。また，担当企業と関係のありそ
うな他企業の公報（特許，実用新案，意匠，商標）を
プリントアウトして提供すると共に，社内における情
報の共有，特許情報を開発に活かす体制作りなども提
案した。権利取得の済んでいない商標については登録
の必要性を指摘し，模倣品対策として商標の製品への
マーキングに工夫すること，また，担当企業の製品は
形状に特徴を有していることから意匠制度（全体意匠，
部分意匠）の積極的活用を提案した。
　コンサル実習を行ってみての感想であるが，一つの
企業について，経営内容や事業環境を把握し，助言・
提言を行うことは非常に手間・暇のかかることであり，
実際にコンサル業務を仕事として行うのは，事務所に
属する一弁理士にとってはマンパワー的にも能力的に
も厳しく，知財コンサル単独のサービスで報酬を得る
のは正直簡単ではないことを認識させられた。一緒に
チームを組んだ中小企業診断士の方たちとの比較でい
えば，弁理士は技術を深く見る習性を有し，当該技術
について特許明細書を作成し，読みこなす能力がある
一方，診断士は生産や工程管理，流通などについて現状
を分析し改善提案を行う能力を有していると感じる。
実際のコンサルの現場では，知財と関連のあることし
かアドバイスできないというわけにはいかないので，
弁理士の不得手な点を補うために他士業との連携も時
には必要である。或いはコンサルに精通したスタッフ
を雇用することも場合によっては有益と思われる。
　弁理士がコンサルを行う場合に身につけるべきこと
は，個々の弁理士がおかれている状況によって千差万
別であると思うが，弁理士が通常有している知財に関
する知識を生かせば，かなりのコンサルができると感
じている。具体的には特許，商標，実用新案，意匠の
産業財産権四法，著作権法，不正競争防止法などの法
的理解をさらに深め，これらを駆使して現時点で最良
と思われる保護体制の提案が可能であろう。そして，
出願の要否決定の場面では営業秘密としてのノウハウ
化或いは先使用権の確保，先行技術調査や各種の統計
的資料に基づいて開発の方向性，改良等のアドバイス
ができると思う。
　また，コンサルの質向上には自身の専門分野以外の
技術もある程度かじっておく貪欲さが必要であるし，
経営的センス，知財にまつわる幅広い見識を持つこと，
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様々な機会を利用して異業種との交流を深め，官や学，
金融機関などに幅広い人脈を得ることが重要である。
特に北海道のような中小・ベンチャー企業が多い地域
では，権利化業務に付随して必然的にコンサル的対応
が不可欠である。以前，特許出願の代理を行った会社か
ら，助成金の申請書類の作成を依頼されたことがあっ
たが，場合によってはわれわれが通常行っている対特
許庁以外の業務に関与することも必要と思われる。

3．国，地方公共団体，大学等の知財活動への弁
理士によるコンサルティング活動の関与の可
能性と留意事項

　国，地方公共団体，それらから委託を受けた団体な
どにより，地域の企業に対する知財の啓蒙活動，支援
活動が行われている。このような活動に対しては，そ
の地域の弁理士がセミナーの講師，相談員等を務めて
いる。これに対して，コンサルタントを目指す弁理士
がより深くコンサルティングできるか，また，そのきっ
かけとなり得るかについて，考えておく必要がある。
一方，大学などの研究機関でも，知財創造が行われて
おり，大学知財本部，TLO などによる支援活動が行
われている。このような活動に対して，外部の弁理士
が知財コンサルタントとして関与できる余地があるの
であろうか。以下，これらについて説明する。
3.1　	政府，自治体，公益団体等による知財支援活動

への関与について

　知財支援活動への関与は，その構造が複雑・多岐に
わたっているが，おおよそのものは以下に記載すると
おりのものである。
　（1）2003 年に知的財産基本法が制定され，これに
基づき知財戦略本部は，知的財産推進計画を策定して
知的財産立国の実現方を図っている。
　この計画自体は，統一的なものであるので地方ごと，
或いは地方自治体ごとの特有の問題事情を加味した知
財戦略が必要となる。
　そこで，全国を 9 ブロック（北海道，東北，関東，
中部，近畿，中国，四国，九州，沖縄）に区画し，そ
れぞれに地域知財戦略本部を設け，その地方ごとに知
財を活用した地域振興策などを策定している。
　各都道府県は，さらにそれぞれの事情を加味した知
財戦略を策定して実行している。
　（2）各府省庁は，上記推進計画に基づき実行計画を
立て，その施策を執行している。

　（3）文科省は，発明の振興を所掌し，振興策を立案
し執行する一方で，所掌する大学や共同研究機構など
に対し，研究・教育のほかに第 3 の柱である知財を介
した社会貢献を実現するべく大学の有する技術の中小
企業への移転，大学発の技術に基づくベンチャー企業
の創出，大学の研究開発成果の特許取得の支援などを
科学技術振興機構（技術移転センター，6 地域の特許
化支援センターが担当）をとおして行っている。発明
の振興は，発明協会（47 都道府県支部を含む。支部は，
本部と独立した組織となっており，独自の活動も行っ
ている。）を介して行っている。
　関係機関・団体：科学技術振興機構，発明協会，日
本発明振興協会など
　（4）総務省は，旧自治省と旧郵政省などの所管を有
していることから，各自治体の振興と電気通信・情報
通信産業などの振興の 2 つが特に問題となろう。
　各自治体の振興では，地方交付税の交付と自治体へ
の指揮監督の観点から注意する必要がある。総務省の
指揮監督は，都道府県と政令指定都市の市を直接指揮
監督する体制であるが，それ以外の市町村は，各都道
府県を介して指揮監督するという構造となっている。
総務省自体や地域総合整備財団や地域活性化センター
などが「頑張る地方応援プログラム」，「新分野進出等
支援」，「地域づくり各種支援施策」などを行っている。
これらでは地方交付税による財政支援，補助金，研究
開発・商品開発補助，地場産品ブランド化戦略，生産
から加工までの体制づくりなどが行われている。いろ
いろな要素とか地域問題が絡んでいるので纏めきれな
い。情報通信政策局は，情報通信産業ばかりではなく
ベンチャー，地方企業などを対象とした「事業計画作
成とベンチャー経営の手引き」（7）を作成しているが，
これがなかなか良くできていると注目を浴びているよ
うである。このなかで，「知財への取り組み」（基本的
な考え方，アプローチ。日米の違い。），「特許出願上
陥りやすい問題点」（陥りやすい問題点。それを避け
るために），「弁理士の使い方。生かし方」（陥りやす
い問題点。ベンチャー社長がとるべきアプローチ）が
適切なアドバイスとして注目に値する。
　（5）農林水産省は，植物新品種の登録のほか多数の
農林水産の試験研究施設を擁しその研究を行っている
し，さらに農業機械の審査など農林水産分野と食品分
野を取り扱うところから，これらの分野の知的財産の
保護，創造・活用の促進を図ることとしている。そこ
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で各地方農政局と沖縄総合事務局に知的財産の相談窓
口を設置している。そして，地域の基幹産業である農
林水産業（農林水産分野の研究開発，植物品種・動物
品種・農林水産業の現場での技術やノウハウ，ブラン
ド）と商・工業が連携して知的財産を創造し活用する
ことを促進するため農水省と経産省が有機的に連携

（農商工等連携促進法）し，すなわち，各地方農政局
と各経済産業局が連携し，相互に必要な情報提供や適
切な支援機関・専門家を紹介することになっている。
各県の出先機関に，普及指導員が配置されているとこ
ろから，この普及相談員に知財の普及相談に役立てよ
うとしている。
　（6）厚生労働省は，職業能力開発促進法に基づき国
家検定制度の対象として知的財産管理技能検定（実施
機関：知的財産教育協会）を追加し，企業の知財担当者
などが知財の専門知識を習得する環境を整えている。
知財担当者数は増加しているとしても中小企業におい
てはまだまだ少ないのが現状であるとされている。
　（7）経産省は，産業・通商などの分野を取り扱うほ
かに，知財の中核の分野を所掌する特許庁，中小企業
政策を所掌する中小企業庁などを有している。そして，
各地域の商・工業の政策の実施をするためなどの目的
で 8 つの経済産業局（北海道，東北，関東，中部，近
畿，中国，四国，九州）を設け，ここに特許室をおき，
特許権，実用新案権，意匠権，商標権の産業財産権に
関する一般的な相談を行っている。また沖縄総合事務
局にも特許室をおき，同様の相談を行っている。さら
に工業所有権情報・研修館（INPIT）でも同様である。
　発明協会は，発明振興のほかに産業財産権のいろい
ろな問題，例えば研修事業・人材育成を取り扱ってお
り，47 都道府県に支部を設け，支部は，本部とは別
に独自の活動をしている。日本貿易振興機構（JETRO）
は，海外での権利侵害のアドバイスを行うとか海外の
知財情報などを発信している。その他の事項は中小企
業支援の項を参照してください。
　（8）内閣府は，その他関係省庁が所掌していない分
野，例えば，不公正取引，沖縄での施策（沖縄開発庁：
沖縄での出先機関が沖縄総合事務局）などを取り扱う
ものである。
　（9）中小企業支援
　地域の商・工業を組織化するものとして，市部にお
いては商工会議所（517 か所，全国組織：日本商工会
議所）を，町村部においては商工会（2,076 か所，県

単位：商連合会（47 か所），全国組織：日本商工会連
合会）を設けている。
　ここに，知財駆け込み寺（知的財産啓発支援事業，全
体で 2,583 か所）が設けられ，相談員（経営指導員）を
充て，この相談員が中小企業に必要な知的財産の情報
を提供すると共に事案に即した適切な支援機関・専
門家，すなわち，特許庁，各経済産業局，工業所有権情
報・研修館，発明協会，中小企業総合支援センター，中
小企業支援センター，日本弁理士会，日本貿易振興機構

（JETRO），弁護士会などを紹介することとなっている。
　この相談員が対応できるようにするため必要な知識
の習得ができるように的確な内容のセミナー等の開催
と資料の作成・配布を行うことが必要とされている。

（この相談員数は 1 万人以上にのぼると推定される。）
　中小企業対策業務のかなめの中小企業基盤技術整備
機構は，本部のほかに 9 支部（北海道，東北，関東，
東海，北陸，近畿，中国，四国，九州）などを有して
いる。中小企業支援は，①中小企業・ベンチャー総
合支援センター（ナショナルセンター，9 か所），②
中小企業支援センター（都道府県と政令指定都市，60

か所），③地域中小企業支援センター（地域レベル，
104 か所）の 3 段階構成となっている。
　中小企業・ベンチャー総合支援センターは，中小企
業基盤技術整備機構の 9 支部であり，中小企業支援セ
ンターは，都道府県・政令指定都市がその内部機構と
して設置されているのではなく，財団法人として設置
され，都道府県・政令指定都市の指揮監督を受ける。
　各都道府県は内部機構として，知的所有権センター
を設け，この知的所有権センターが中小企業支援セン
ターと連携して各種の施策補助金交付などを委託する
ような格好となっている。例えば，地域中小企業知的
財産戦略支援事業においては，中小企業支援センター
が，都道府県の知的所有権センターと連携し，特許分
析，知財戦略策定などの支援を行う知的財産専門家等
を一定期間集中的に中小企業に派遣することとされて
いるが，このような場合には，中小企業は，中小企業
支援センターに応募し，このセンター（都道府県の知
的所有権センターとの連携のもとに）が審査・適切か
どうかなどの判断を行い，このセンターがさらに国（経
済産業局など）に応募する形を取り，国からの補助の
決定を受けて，中小企業支援センターは支援決定を応
募した中小企業に通知すると共に知的財産専門家（弁
理士，知財業者）と委託契約を行うという手順を経て
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図 1　知財支援機構概略
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なされるものである（派遣の期間は，約 6 か月程度，
国が費用の 2/3 を負担し，中小企業は，1/3 程度を負
担）。この支援事例分析報告書が，中小企業支援整備
機構から年度末に公表されるものである。
　中小企業・ベンチャー総合支援センターでは①専門
家による窓口相談（資金調達，公的支援，法律・特許・
知的財産，ビジネスプランなど），②情報提供（ベン
チャー，創業支援関連制度紹介，イベント紹介），③
専門家の派遣（専門家の長期派遣，専門家人材の紹介，
出張相談会）の 3 つの事業を行っている。
　一方，地域の農林水産業を組織化するものとしては，
漁業協同組合とか農業協同組合などがあるが，その設
立の目的が商・工業の場合とまったく相違するため，
農業技術・経営に関する支援活動で農業者に接する機
会の多い普及指導員（普及指導員国家試験の合格者。
都道府県が設置した普及指導センター（普及指導員の
活動により得られた知見の集約，農業者に対する情報
提供，新規就農促進のための情報の提供・相談等を実
施する機関）を活動拠点としている。）に必要な研修
などを実施することとしている。
　（10）以上を簡単に纏めて図面としたものが，図 1
の知財支援機構概略である（８）。
3.2　大学等における知財活動への関与について

　日本では，約 10 年前から米国をモデルとして産学
連携の体制整備が進められてきたが，例えば，ライセ
ンス収入は米国の 1/100 程度にすぎないなど，数字で
見る限り期待されたほどの成果は得られていない。し
かし，米国における産学連携の体制整備が日本よりも
約 20 年先に始められたことを考えれば，日本におけ
る産学連携がこれから改善され躍進する余地は十分に
あり，それゆえに大学における知財コンサルティング
の潜在的な需要も大きいと思われる。
　大学において知財コンサルティングを行う上では，
大学固有の事情を十分に把握しておく必要がある。大
学では営利を追求した運営は行われておらず，大学が
発明を実施することもない。また，大学の教員にとっ
ては，一般に学問的価値のある研究を行うことこそが
重要であり，知財の創出を通じた社会貢献は従たる位
置づけでしかない。この事情により，大学の知財本部
には，知財の活用もさることながら，企業との共同研
究の活性化を図る知財戦略が求められている。その一
方で，知財活用を担う TLO の多くは株式会社として
利益を追求する立場にあり，大学内にも知財収益の黒

字化を期待する声がある（９）。
　したがって，大学における知財コンサルティングで
は，企業における知財コンサルティングのスキルを
ベースとして，大学固有の事情に適合した解を見つけ
出す必要がある。また，大学の制約された予算からコ
ンサルティング費用を引き出すための工夫や，引き出
せない場合に調査研究に係る公的な補助金を利用する
などの金銭面での工夫も，コンサルティングの実践に
は大切であろう。こうしたことは，大学の事情をよく
知る者と協力しあえば，決して実現不可能ではないと
思われる。

4．知財コンサルティングの実践に必要な知識，
スキル及び方法論

4.1　はじめに

　知財コンサルティングが，弁理士が日常的に行って
いる知財相談とは異なることは明らかである。そこで，
弁理士は，知財コンサルティングを行う際にどのよう
な知識やスキルが必要なのか，また，どのような方法
論が必要なのかについて整理してみる。ここで「必要
な知識やスキル」とは，弁理士が持つべき知識，及び
その知識を発揮させるスキルをいう。また，「必要な
方法論」とは，あるコンセプトに基づき，各種の手
法を駆使して思考を展開するガイドラインをいう（10）。
例えば，KJ 法（11），ソフト・システムズ方法論（SSM）（12）

などである。
4.2　	コンテンツ・コンサルティングとプロセス・コ

ンサルティング

　知財コンサルにおいて必要となる知識，スキル及び
方法論について整理するために，一般にいわれている
コンサルティングを，コンテンツ・コンサルティング
とプロセス・コンサルティングに分けてみる。
　コンテンツ・コンサルティングとは，蓄積された知
識に基づいて「クライアントから聞かれたことに答え
る」，或いは「クライアントが問題とすることに対し
て解決方法を教示する」コンサルティングである。例
えば，知的財産に関するコンサルティングでは，クラ
イアントからの「警告状が送られてきたが，どのよう
に対処すればよいでしょうか？」，或いは，「この商品
についてどのような特許を取得すればよいのでしょう
か？」などの問いに答える場合である。また，例えば，
大手企業で活用されているポートフォリオ手法などの
知識を中小企業に適用する場合である。すなわち，こ
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のコンテンツ・コンサルティングは，弁理士が，コン
テンツとして蓄積された知識を基にスキルを駆使して
答えたり，解決方法を教示したりするコンサルティン
グといえる。
　一方，プロセス・コンサルティングとは，「クライ
アントの問題状況に対して，クライアントの立場に立
ち，クライアントが気づいていない解決策を探索して
提示する」コンサルティングといえる。例えば，知的
財産に関するコンサルティングでは，クライアントか
ら「知的財産により企業収益を高める方策を教えてほ
しい。」，或いは，「技術者から良い発明がなかなか出
てこないのだが，どうしたらよいか分からない。」な
どの要望に対応する場合である。すなわち，このプロ
セス・コンサルティングは，弁理士が，クライアント
の問題状況に対し，クライアントと共に思考のプロセ
スを踏み，何を問題として捉えるべきかを探索して状
況の改善を図るコンサルティングといえる。
4.3　	知財コンサルティングにおいて必要な能力及び

方法論について

　上述した知的財産に関するコンテンツ・コンサル
ティングにおいて必要となる知識は，知的財産に関す
る専門性の高い知識である。また，必要となるスキル
は，その専門性の高い知識を発揮するために，顧客か
ら問題を引き出すインタビュー能力，及び顧客に対し
て適切に回答するプレゼンテーション能力である。
　一方，上述した知的財産に関するプロセス・コンサ
ルティングでは，弁理士として蓄積された知識に基づ
いて答えたり，解決方法を提示したりすることだけで
は対応できない。すなわち，知財に関する知識及びス
キルはバックグラウンドにすぎず，あるコンセプトに
基づき，各種の手法を駆使して思考を展開するガイド
ラインを駆使しなければ状況の改善には繋がらない。
そして，そのガイドラインこそがソフト・システムズ
方法論などの方法論である。
　また，プロセス・コンサルティングにおけるインタ
ビュー能力については，新たな「気づき」を生じさせ
るために顧客との信頼感，一体感を熟成させる能力が
重要となり，コンテンツ・コンサルティングに比べる
と質の高さが要求される。また，プレゼンテーション
能力についても，顧客を説得するだけではなく顧客満
足度を高める能力が重要となる。さらには，知的基盤
として，「概念を読む・創る・展開する力」，すなわち
コンセプトワーク力が不可欠となる（13）。

　また，企業経営に関わることから技術経営（MOT），
マーケティングなどの知的財産分野以外の分野の知識
及びコンセプトも必要となる。
　このプロセス・コンサルティングの実践に必要な知
的財産以外の分野における知識やコンセプト，スキル
及び方法論とはどういうものかについては，改めて分
析する必要はない。なぜならば，日本弁理士会の知財
ビジネスアカデミー（IPBA）の講座に体系的に網羅
されているからである。これは，IPBA のコンセプト
である「弁理士のウイングを拡げる」が，まさに，「弁
理士をプロセス・コンサルタントとして育成すること」
と捉えられるからである。つまり，IPBA の講座を一
通り受け，講座を通じて「考える力」を養うことで，
自然にプロセス・コンサルティング能力が開発される
ようにプログラムされているということである。
4.4　	知財ビジネスアカデミー（IPBA）の講座について（14）

　上述した，知的財産以外の分野における知識，スキ
ル及び方法論を学ぶことができる，日本弁理士会知財
ビジネスアカデミー（IPBA）における講座について
概観してみる。
　まず，プロセス・コンサルティングに必要となる知
識，スキル及び方法論については，「インタビュー・ワー
クショップ」，「知財コンサルのためのコンセプトワー
ク・ワークショップ」，「知財コンサルのためのプレゼ
ンテーション・ワークショップ」が用意されている。
さらに，ソフト・システムズ方法論（SSM）につい
て学習する「コンサルティング・ワークショップ」が
用意されている。
　また，知的財産以外の分野における知識やコンセプ
トについて学習する「技術経営（MOT）ゼミ」，「知
財ビジネス交渉学」，「マーケティングゼミ」，「知財担
当者のためのコミュニケーション」等の講座が用意さ
れている。
　さらに，「知財講師育成ワークショップ（授業法基
礎）」では，「弁理士のウイングを拡げる」というコンセ
プトに基づき，経営学部の 3，4 年生を対象に知的財
産に関する講義を行うという条件が設定されている。
　これらの IPBA の講座は，講師による一方的講義で
はなく，受講者が課題を提出し，討論することによっ
て相互に学び合い体験的な学習ができる点に特徴があ
る。例えば，インタビュー・ワークショップ（基礎）
では，「インタビューの達人にインタビューをするこ
とによってインタビューの仕方を学ぶ」という形式を
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採っている。
　また，平成 20 年 9 月 19 日には，「『知財コンサルティ
ング論』序説～知識の提供者か，適切な指導・支援者
か～」という演題で研修を行い，知財コンサルティン
グには，知識及びスキルと，それらを使いこなす方法
論とが必要となること，及び，それらを身につけるに
はどうすればよいかについて，会員にご紹介すること
になっている。

5．知財に関するセミナー，相談へのコンサルタ
ントとしての対処

　われわれ弁理士に対するコンサルティングの要望の
中には，当然のことながら，知財の権利化を含む知財そ
のものに関する相談，啓蒙セミナー等が含まれる。した
がって，そのような要望にも的確に対処できなければ
ならない。そこで，知財に関するセミナーについての紹
介と，知財に関する相談の具体例について紹介する。
5.1　知財に関するセミナーについて

　知財に関するセミナーとしては，いろいろなセミ
ナーが開催されている。例えば，特許庁の HP　平成
20 年度イベントカレンダーや発明協会の HP，セミ
ナー企業の開催などが挙げられる。また，上記 3.1 で
も述べられているように知財駆け込み寺など具体的課
題に対応するシステムもある。日経新聞の一面に知財
が取り上げられるなど，知財が一般化しているのも事
実である。しかしながら，実務を担当している発明協
会支部などでは，苦労して参加者を募集しているよう
である。地域の募集対象者は限られているし，積極的
姿勢を持っている企業，人材も限られているのが実情
ではないか。
　また，聞いただけでは，身につくものでもなく，使
いこなすことはできない。権利化そのもののセミナー
に参加しただけでは，特許明細書，意見書，補正書や
係争対策ができるものではない。勿論，程度を度外視
して穴埋めシート的にして，形式的に作成することは
可能である。しかしながら，その場に十分な内容であ
るか，その後の事象に堪えうるかまで思い謀ることは
困難なことである。
5.2　各種相談でのコンサルタントとしての対処

　知財についての知識は，セミナーだけで身につくも
のでもない。一方，セミナーをきっかけにして行動を
起こす方も少ないと感じられる。問題が発生した場合
に，注意すべき事項について気づくことになると思う。

　具体的な課題が発生，或いは，今後の活用を考えて
相談にくる方については，個別に対処は異なる。そし
て，準備できる回答を依頼者が実行できるか，するか
の問題もある。依頼者が受け入れ可能な回答でなけれ
ば，ほとんど意味をなさないこととなる。
　個人的な体験では，経産省が後援して始めたドリー
ムゲートという起業支援のインターネット相談を 3 年
ほど行った（15）。弁護士，税理士，弁理士，社労士な
ど各士業がアドバイザーとして登録されていて，イン
ターネット及び面接相談をできるというものである。
対象者は，特に限定はないが，夢に満ちた学生や 20

代が多く，転職希望者もいる。月 10 件以上あったと
思う。回答には，調査したり，勉強したりする必要が
あるものもあり，1 時間以上かかる。相手の咀嚼能力
も考慮すると，分かりやすくする必要はあるが，誤解
を与えることもできないため，工夫する必要がある。
　ビジネスモデル特許が注目されていた時代で，「何
でもビジネスモデルが特許化できる。」と誤解されて
いたこともあり，極端な例として，インターネットオー
クションがある。例えば，オートバイのオークション
はないからビジネスモデル特許がとれるというような
類である。また，各種のマッチングビジネスの類も多
かった。特許をとれば容易に独占利益が得られると夢
見る若者が多くいた。特許の権利化は無理，或いは，特
許化しても，それに基づいて他者を排除して利益にす
ることは難しいと話をすることは，自分の仕事の無力
化を話しているようで大変心苦しかった記憶がある。
　転職希望者では，技術と発明はありそうでも，職務
発明や企業ノウハウとの調整の困難性がある。また，
実験委託先の相談，提携先の相談，売り込み相談など，
具体的な実現化の課題が生じることがある。例えば，
売り込み先では，「提案した内容を盗用したとの紛争」
になる危険性など，知財の専門家としてはマイナスリ
スクを説明する。これでは，起業する前に気力を萎え
させてしまうのではないかと心配になってしまうこと
がある。
　特許にはならないが，どうしても商売をしたいとい
う方がいる。そのような方には，少なくとも看板を掲げ，
商品に名前を付けるから，商標は取るべきだし，他人の
商標に抵触しないことが重要であることを説明する。
できれば，今後の事業展開，商品展開を考えて，展開可能
な商標を検討すべきであることをアドバイスする。
　起業に当たって一番大事なことは，他人の権利と抵
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触しないことである。このアドバイスは，難しく，大
変心理負担が大きい。何かしらの類似特許権，出願中
特許があるのは経験上知っている。出願中のものは権
利の形が確定していないなどのリスクを踏まえた上
で，目の前にいる相談者にアドバイスする必要がある。
それも，リスクもリスク回避手段を知らないし，想像
できない者に適切なアドバイスができるのか，しても
良いのかと悩むことになる。
　結局のところ，起業に対する知財アドバイスは，リ
スクの羅列になってしまいがちで，自分で解決手段を
提示できず，相談者に対して困難性の山があるがそれ
でも進みますかと，確認行為をしているような気がす
る。夢ある者を後押しできる知財アドバイスとは何で
あろうか，自問せざるを得ない。
5.3　相談業務をとおして気づくこと

　相談業務をとおして気づくことは，起業する人は，
技術に基盤を置く人はとても少ないということであ
る。飲食店など商売を始めるに当たっては，各種の許
可登録事務や従業員雇用や会計など事業の必須業務の
アドバイスがほとんどであった。ちなみに，ドリーム
ゲートの HP にアクセスして，登録アドバイザーのカ
テゴリーを確認していただきたい。知的所有権 7 名，
ビジネスプラン 137，営業・マーケティング 76，会計・
税務 62，労務 49 などである（16）。
　知財コンサルの対象は，受け入れ能力を考慮すると，
事業を既に行っており，さらに，飛躍する意欲のある
企業が中心となると思われる。毎年数件の出願を行っ
ている企業は，十分に知財に目を向け，覚醒していると
考えて良い。受け入れる素地を備えていると思われる
ので，そのような企業（者）への実状にあったアドバイ
スが，知財コンサルの一つの端緒になるのではないか。

6．おわりに
　当委員会では，知財コンサルの実践の場として，弁
理士会の各支部での知財による地域興しのような場
で，セミナー等を行うこと，ないしは，それらの講
師を引き受けると共に，地域の皆様と交流して，当該
地域の皆様の知財の状況を把握すると共に，知財コン
サルティングのニーズを探る機会を設けることを考え
た。そのため，各支部の支部長へのお願いを行う準備
を行った。
　まず，関東支部の支部長にお願いして，当委員会の
活動についての説明をさせていただき，活動の場をご

紹介いただく旨の協力を要請した。その結果，ある地
域における商工会の経営相談員（前述した知財駆け込み
寺参照）向け知財セミナーの講師の依頼をいただいた。
しかし諸般の事情により残念ながら実行に至らなかっ
た。この点は，前述した国等による地域知財の活動支援
の施策との整合を取ることの難しさを思い知らされた。
　今後，当委員会の活動意図に即した依頼を待って，
活動を行う予定である。一方，自主的にセミナーを開
催することなどの，さまざまな機会を作ることについ
ても検討し，試行するつもりでいる。
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